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科学者倫理への取組について(依頼) 

 

 日本学術会議は、第１８期、第１９期に学術と社会常置委員会において科学者倫

理に関わる検討を行い、各委員会が対外報告「科学における不正行為とその防止に

ついて」、「科学におけるミスコンダクトの現状と対策－科学者コミュニティの自

律に向けて－」をそれぞれ公表し（※１）、また、「科学における不正行為とその

防止について」のパンフレット（※２）の配布や講演会の開催などを通じて、科学

者の不正行為の防止に継続的に取り組んで参りました。このような中、最近国内外

で続発した科学者の不正行為には強い危機感を持ち、また再発防止の対策を促す責

任を認識しております。科学は人類にとってかけがえのない知的営みであり、その

健全な発展を担うべき科学者コミュニティとして、自らを律する厳しい姿勢が不可

欠です。一人の不正行為が、科学者全体並びに科学そのものに対する信頼を損ない、

場合によっては当該研究分野が壊滅的な影響を受けることさえあり得ます。このた

め、日本学術会議は、平成１８年４月１１日開催の総会において、「科学者の行動

規範」（暫定版）（別紙１）及び「科学者の自律的行動を徹底するために」（別紙

２）を承認いたしました。そこで、各機関におかれましては、下記の事項について

御配慮、御協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

（１）「科学者の行動規範」（暫定版） 

「科学者の行動規範」（暫定版）（別紙１）は、科学者が、社会の信頼と負託を

得て、主体的かつ自律的に科学研究を進め、科学の健全な発展を促すため、すべて

の学術分野に共通する基本的な科学者の行動規範を示すものです。本暫定版は、日

本学術会議科学者の行動規範に関する検討委員会（委員長：浅島誠）において、平

成１７年１２月以来審議し、この度の総会で承認されたものです。今後、科学者

個々人の日々の行動に反映されるように、そして多くの学術研究機関で参考にして

いただけるように、関係各位の御意見などを伺った上で、平成１８年１０月の日本

学術会議総会において、最終版を決定したいと考えております。 

つきましては、「科学者の行動規範」（暫定版）（別紙１）に対して、皆様の御

意見を「別紙３「科学者の行動規範」(暫定版)等に関する調査」により、６月３０

日（金）までに、下記送付先へお送りいただきますようお願い申し上げます。 
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